
I．シンポジウムの概要
国際通貨研究所では11月15日第9回
国際通貨シンポジウム「アジア経済の
回復は本物か」を開催した。シンポジ
ウムにはアジア経済の発展とアジア危
機の回復に深く関わられた5人のパネ
リストをお招きし、当研究所の行天豊
雄理事長が司会を務めた。5人のパネ
リストは、チャトシリ・ソフォンパニ
ット・バンコック銀行頭取、高垣佑東
京三菱銀行相談役、ヒューバート・ナ
イス・ドイツ銀行アジア地域会長、溝
口善兵衛大蔵省国際局長、チャール
ズ・ダラーラ国際金融協会（IIF）専
務理事の各氏である。
アジア危機後急速に回復してきたア
ジア経済であるが、今後も本当に回復
は継続していくのであろうか。パネ
ル・ディスカッションにおける主要な

焦点は以下の3点であった。
①98年以降回復を支えてきた条件
の持続性。
②アジア各国の構造改革、不良債権
処理の現状と将来。
③回復を確かなものとするための政
府、民間、そして金融機関の役割。
①の回復の条件については米国の成
長減速、石油価格の上昇などネガティ
ブな面が増えているものの、逆に米国
のソフト・ランディングの可能性や、
ITの域内での普及などポジティブな面
も指摘された。
②については、構造改革を円滑に進
め、不良債権の処理を行っていくこと
がアジア経済の回復が継続していくた
めの最重要ポイントの一つであり、構
造改革のためにはさらに外資の導入を
積極的にすすめる必要性があるとの指
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摘があった。一方では異なる歴史・文
化をもつ国を一律に扱うのではなく各
国の個性を生かした改革の必要性も議
論された。
③政府の役割については各国の政府
がこれまでの改革の成果に慢心するこ
となく、引き続き改革を継続し国際標
準への収斂を目指す努力の必要性が指
摘された。また域内の中小企業を育成
していくことが中長期的な課題として
示された。
アジアにおける地域協力について
は、アジア危機を契機にアジア地域で
の連帯感が高まり、チェンマイ・イニ
シアティブなどに示されるアジアにお
ける対話と相互理解が進んでいること
が報告された。一方EUにおいて見ら
れるように本格的な地域統合には長い
時間を要することも指摘された。
会場の300人を超える参加者とも積
極的な質疑応答が行われた。このなか
では日本円の行方、アジアにおける中
小企業育成、IT革命とアジア経済など
興味ある話題が議論された。
以下はシンポジウムで行われた議論
の概要であるが、各パネラーの発言は
録音テープに基づき要約されたもの
で、内容についての文責は全て筆者に
ある。
（なお本シンポジウムの詳細につい
ては追ってオケージョナルペーパーと
して英語にて発行の予定である。）

II．行天理事長の3つの問題提起
アジア経済は99年そして今年と予想
を上回る回復を遂げてきたが、この回
復は今後も継続するかについて以下の

問題提起を行いたい。
・98年以降のアジア経済の回復を可
能とした環境は今後も続くのだろ
うか。
・アジアの各国の構造改革、不良債
権の処理等が十分に進んでいない
のではないか。
・回復を確かなものとし危機の再発
を防ぐには、何をなすべきか。政
府と民間部門、特に民間の金融機
関はどのような役割を果たそうと
しているのか。

III．パネリストのプレゼンテーション
チャトシリ・バンコック銀行頭取
タイ経済の現況と回復の持続性

タイ経済のマクロ指標は回復してい
るように見える。タイの成長率は98年
にはマイナス10％だったが、99年に
は4.2％のプラス成長、2000年には
5％の成長率となると予想されている。
為替相場は大いに回復したし、輸出も
回復した。不良債権も政府資金の投入
がないにかかわらず減少している。法
的な枠組み作りも進んだ。
しかし多くの不安定性があることも
事実だ。回復は輸出部門に限られ、し
かも輸出の大きな部分が依然として低
付加価値商品である。国内製造業の稼
働率は低く、競争力は低い。
タイの経済回復に持続性があるかと
問われれば、答えは無条件の「yes」
ではない。多くの改革がなされねばな
らないし、最新技術の導入と、資本装
備率の向上が図られねばならない。し
かしこれは多くのアジアの国にとり容
易でないことである。
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回復のためのタイ政府の努力
タイの政府は問題解決のために多く
の貢献をしてきている。IMFとの協議
にもとづく、高金利かつ黒字財政の維
持、工業化5ヵ年計画の強化、宮澤プ
ランの資金による農業改善事業、中小
企業の育成政策、10月に発表された景
気刺激策などである。これらの施策が
効力を発するには時間を要する。
タイの回復を考えると3点が重要で
ある。まず国内の政治の安定、輸出主
導から国内需要への転換、経済回復を
可能とする強い金融部門の構築であ
る。99年には銀行資産の50％にも上
ったタイの不良債権問題は我々の最大
の関心事であった。政府がAMC1を設
置して不良債権処理をすべきとの議論
もあったが、タイ政府は市場ベースで
各銀行が個別処理をする方策を選択し
た。

金融界の努力
バンコック銀行も徹底した合理化を
進めている。これは海外からのノウハ
ウの導入、ソフトおよびハード面での
設備投資、人員の削減、そして健全な
リスク管理システムと貸付部門の人材
の教育である。このような努力が2-3
年のうちに国内金融部門の強化という
形で実を結ぶこととなろう。

アジア域内での協力
アジア危機はタイから始まった。そ
れは自己満足と外部世界への無知の結
果であったが、かと言ってIMFや世銀
が要求した完全な自由経済への無条件
な移行が解決策ではない。アジア各国

はそれぞれの産業文化、社会価値を持
っている。西側世界で成功した方法も
アジアでは無力であるかもしれず、無
条件での自由貿易への急激な移行は、
金融崩壊、倒産の増加や、社会・政治
不安を呼び起こす。もちろん私は、新
しい貿易圏を作り、海外競争から自国
の産業を保護しようと考えているので
はない。ただよりよい解決策を考える
ことが必要であるのだ。
私は日本が提唱した宮澤イニシアテ
ィブを将来の通貨危機の防止のために
進めたいと思う。このイニシアティブ
のエッセンスは資金を貸し付けるため
のファンドの設立ではなく、民間金融
機関やアジア各国政府の保証により民
間資金を動員することにあると考え
る。
チェンマイ・イニシアティブにより
ASEAN＋3は情報の共有と地域経済・
金融のモニタリングで協力して危機の
防止にあたることとなる。アジアが継
続的な経済回復を達成するには安定し
た環境が大事であり、我々はこれを達
成できると信じている。

高垣東京三菱銀行相談役
アジア経済の現況

アジア経済に再び不況局面が起こる
のではないかという危惧感がある。し
かし97年当時に比べてアジア諸国の危
機管理能力､あるいは危機吸収力はか
なり強くなっている。輸出の増加によ
り貿易収支、経常収支の改善、外貨準
備の増加が見られ､資本収支について
も直接投資の増加があり､市場経済に
沿った金融システムや、商取引システ
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ムの整備が進みつつある。
日本の金融機関の海外業務の復活
わが国の金融機関でも海外業務の復
活、再生への動きが顕著となっている。
90年代には日本の金融機関はバブル
崩壊後の不良資産整理のため資産内容
の改善に努め、海外業務についても必
要に応じ業務の縮小や、事業所の撤退
も行われた。日本の金融機関のアジア
へのエクスポージャーは後退ないし衰
退の兆候が明らかであった。
しかしこの1、2年来日本経済が回復
基調に向かい日本の金融市場の再整備
が進んだ結果、日本の金融機関のアジ
ア市場に対する態度、政策にも再び変
化が起こっている。
東京三菱銀行は海外業務に対するコ
ミットメントを一貫して変えなかった
が、海外業務からの撤退・縮小を宣言
していたいくつかの金融機関も最近の
合併や、連衡戦略の進行とともに海外
業務の復活､再生への動きが顕著であ
る。
アジア諸国と日本の中長期的関係
日本の製造業は優れた技術を生かす
ために製造拠点を近隣アジア諸国で展
開するだろう。WTO体制の拡大とと
もに中国をはじめ近隣アジアと日本の
経済交流関係はますます密度の濃いも
のとなり、アジア各国間の地域経済圏
が次第に形成されてくる。アジア通貨
基金は既にその設立の糸口が見える
し、シンガポールと基本合意ができた
FTA協定が他の諸国と結ばれる可能性
も高い。アジア地域多角的経済機構が
立ち上がる可能性も否定できない。

21世紀のアジアにおける日本の
金融機関の活動
今後日本とアジア近隣諸国の金融機
関の交流関係もますます密接となり多
様な形をとろう。アジア諸国の経済構
造の近代化、経済力の成長が進み､日
本の金融機関も体力と体制の整備に伴
いそれぞれの得意分野を中心にアジア
諸国での多様な営業活動を展開するだ
ろう。バブル崩壊、通貨危機を経験し
た日本の金融機関の活動は慎重で､選
択的であろうが､アジア域内での資本
市場・商取引に対する法的整備も進ん
で種々の形でのビジネスチャンスが大
きくなる。
21世紀において日本の金融機関はア
ジア市場において積極的な営業姿勢を
とる充分な理由と具体的な基盤があ
り､営業活動は拡大する。

ナイス・ドイツ銀行アジア地域会長
経済見通し

アジア危機の影響を受けたタイ､マ
レーシア、インドネシア、フィリピ
ン､韓国では金融の安定化と経済回復
が実現した。持続的回復のための幅広
い改革とリストラが進んでいる。不安
な材料がないわけではない。米国の景
気減速、柔軟性と流動性に欠ける金融
市場､電子産業への需要減退、石油価
格の上昇、いくつかの国での政治的不
安である。しかしポジティブな点もあ
る。米国のソフトランディングの可能
性や、欧州と日本の回復継続であり、
石油価格が来年には軟化しようし、危
機遭遇国の対外バランスの改善、そし
て全ての国で程度の差や一時的逆行は
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あるにせよ､改革路線にあること。
これらを考えれば、現在の市場の悲
観論は行き過ぎである。上述の不安に
かかわらず回復は継続する可能性が高
い。しかし経済成長のスピードは本年
の8％から来年は4-5％へ減速しよう。
最大のリスクは不健全なマクロ経済政
策への退歩と改革路線の反転である
が､その兆候は現れていない。

金融改革と企業リストラ
いわゆるシステミックリスクによる
金融崩壊が起こる可能性はなくなっ
た。銀行の淘汰が進み、必要な銀行に
は資本の増強が行われた。銀行規制が
一新され、監督が強化された。不良債
権の処理が進み､銀行の統合と民営化
が進行しており、2、3年のうちに終了
しよう。
企業の再構築は、政治的に微妙であ
り政府の役割も限定的であるため時間
を要する。しかし政府は様々な方法で
企業部門の再構築を促進できる。政府
は、国有化銀行を通じて企業に直接の
影響を与えたり、破産手続きの期限を
設定も出来る。政府は銀行への資本投
入や、税制上の優遇を行える。破産法
の改定や政治的に独立した破産裁判所
を設置せねばならない。

残された構造上の問題
改革で残された重要な点はガバナン
スである。政府は政府の指図や人的関
係、不透明性に基づく過去の経済運営
がグローバルな競争の時代に適合しな
いことを認識している。このため銀行
に関しては国際標準に近づいたリスク
把握、Prudential Norm、会計基準、
ディスクロージャーについての新しい

基準が作られている。しかし本当の変
化は、銀行の所有者、マネージャーそ
して政府の役人の行動が変化すること
である。
このような変化には時間を要する。
3つの方向で進んでいこう。
第一はより効率的かつ独立した政府
の規則と監督である。第二は規制緩和
と自由化を通じたより厳しい競争であ
る。第三は情報の透明性を高めること
であり、自由な報道が特定の団体や政
治家の利益擁護を難しくし、経済問題
への介入を防ごう。ガバナンスの改善
は外資の導入も容易としよう。

地域的金融協力
地域的な会合での高いレベルでの対
話や、中銀間の最近のスワップ協定な
どは前向きの動きである。これらはよ
り密接な経済統合と経済政策の調和を
目指すものである。アジアの将来の地
位はこの成功にかかっている。
政府は地域統合に向けて複数の課題
を負っている。まず政府間の監視と協
議のための協定により経済政策の調和
を図る必要がある。またFTAのための
明確な道筋を示すべきだ。金融規制、
競争政策、そして税制について法的ま
た規制の枠組みの調和を図らねばなら
ない。危機の際により大きな金額でか
つ明快な形での金融支援を行うことだ。

溝口大蔵省国際局長
今後の課題

アジア通貨危機の経験から三つの施
策を取ることが今後の課題と言われて
いる。まず①アジア各国の金融・企業
セクターの改革、②IMFによるサーベ
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イランスの改善など国際金融システム
の強化に向けた取組み、そして③通
貨・金融危機が発生したときの地域金
融協力の強化である。
金融セクターの改革については不良
債権の処理、金融機関の資本増強と整
理統合に進展が見られ、金融機関の財
務の健全性規制の段階的強化も実施さ
れている。企業部門のリストラの必要
性は依然大きい。
国際金融システムの強化について言
えば、サーベイランスの強化、なかで
もその焦点をコア分野に絞ること、一
時的な流動性危機の際に国際収支を支
援するIMFの機能強化としてCCL2の使
いやすさを高めるなどの融資制度の合
理化・簡素化、そしてPSI3についての
合意の形成と対話が進展している。
アジアにおける地域協力の進展
アジア地域では相互依存関係が進展
している。アジア域内での産業高度化
のつながりの中で密接な貿易・投資関
係が重層的に発生している。
今後もアジアでは高い経済成長が続
き、アジアの域内市場の拡大が続き、
またAFTAなどにより自由貿易協定が
進展することで、アジアの貿易域内依
存度は今後更に上昇しよう。このよう
ななかでアジア諸国がそれぞれの経済
の安定的な成長に向けての地域協力を
進めていくことは極めて自然なことで
ある。
そうした中でアセアン＋日中韓の首
脳会談で「自助・支援メカニズム」の

強化が合意され、この合意を受けて、
本年5月にチェンマイ・イニシアティ
ブが合意された。チェンマイ・イニシ
アティブは短期の流動性サポートを域
内各国がスワップの形で相互に行うも
ので、現在実務的な検討が進められて
いる。
地域支援の枠組みは通貨危機の再発
を防ぐためにどのような役割を果たす
だろうか。通貨危機に対してチェンマ
イ・イニシアティブのような地域協力
の枠組みに加えて、IMFその他の国際
金融機関を中心とする国際社会のサポ
ートが必要となる。チェンマイ・イニ
シアティブのような地域協力は、既存
の国際的資金支援のメカニズムを補完
するものと位置付けられる。

更にチェンマイ・イニシアティブ
のような資金支援の仕組みを整えるこ
とに伴い、アジア各国の経済情勢につ
いての対話や相互理解が進展し、地域
協力への動きがさらに強化される。

適切な経済政策、改革努力の継続
により、アジア経済は今後も回復が継
続していこう。
最後にアジア危機は、アジアの人々
に大きな苦しみをもたらしたが、各国
が同じ問題で悩み、解決策を模索した
ことにより、アジア域内での連帯感が
形成されつつある考える。チェンマ
イ・イニシアティブの合意の背景にも
このような動きがある。この新しい流
れを大切に育てていきたい。

チャールズ・ダラーラIIF専務理事
アジア経済の回復継続の条件

アジアの経済回復が継続するかにつ
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いては、二つの条件付で「yes」だ。
改革への努力が再び活力を取り戻すこ
とであり、国際的な経済・金融情勢が
アジアの回復を支え続けてくれること
だ。
確かにアジア各国は政府、民間を通
じて力強い先進的な改革を行った。し
かし現在の世界の水準は更に一段と高
くなっているのが現実だ。世界水準に
比せばアジアにおける改革はなお十分
とはいえない。
加えて現在のアジアを取り巻く国際
環境はけっして容易なものではない。
米国はソフト・ランディングをするか
もしれないが、このソフト・ランディ
ングはアジアにとって容易でないもの
かもしれない。米国の経常収支の赤字
がクローズアップされ、ドルの軟化が
強い円を招くかもしれない。石油価格
の上昇で欧州の成長率は鈍化するかも
しれない。日本の安定成長への移行は
難しいかもしれない。おそらくアジア
を取り巻く環境は決して容易ではな
い。
アジアへの資金の流れに不安
海軍での経験では、船の甲板に穴が
あくと被害は大きいが沈まない、しか
し喫水線よりも下に穴があけば大変だ
ということがある。確かに水面上では
資本がアジアに流れているが、水面下
では大きな変化が起きており、アジア
の指導者はこの点に気づいていないの
ではないか。アジアでの銀行融資は確
かに増え始めた。しかし世界の多くの
銀行はもはやバランスシートを使って
の貸し出しに大きな興味は持っていな
い。彼らは資本市場取引に力を入れて

いる。Debt Capitalの導入は難しくな
っており、株式資本の導入に思い切っ
た政治的な決定を行わねばならない。
リスクに対する市場の評価は厳しくな
っており、これはアジアに限ったこと
ではないが、新たな挑戦が必要となっ
ていることに気づく必要がある。

民間部門の関与（PSI）
東アジア向けの融資を含む新興市場
への融資意欲減少の要因の一つは欧州
を中心に議論されているPSIである。
自分は欧州から日本に回ってきたが欧
州の投資家はけっして途上国向け融資
に積極的ではない。アジアの各国政府
は当初の危機の時期には強力な改革を
推し進めたが、最近は不幸なことに自
己満足の時期に入っているようだ。今
は自己満足を抜け出し、難しい決断を
すべきときである。銀行も新しいリス
クマネージメントの新しい文化を取り
入れねばならない。同じ会社に貸出を
続けてまた同じ過ちを繰り返す銀行を
リストラしても結果は同じである。

透明性は信頼を高める
透明性についてもさらに飛躍が必要
だ。会計基準、会計監査、破産、コー
ポレートガバナンスについてである。
株式投資をアジアに流入させるために
は少数株主の保護をはじめ信頼性ある
開かれた市場が必要だ。IR4も発展せ
ねばならない。資金が自動的に入って
くると考えるべきではない。市場は荒
っぽいものだが、信頼感のある関係が
あれば荒い市場にも耐えることができ
る。
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地域協力の評価
日本のリーダーシップ、そして地域
協力への努力は世界的な協力関係への
重要な補完である。ワシントンの一部
ではこのような努力を国際協力関係と
の競合と見る向きもあるが、私はそう
は思わない。私は日本の民間そして政
府がリーダーシップをとり、全ての国
の当局や銀行界と協働していくことを
力づけたい。

IV．パネリスト間の議論
1）適切な経済成長の速度と政治のリ
ーダーシップ

行天理事長
パネリストの皆さんは、アジア経済
の回復は継続するという一致した見解
だが、同時にそのための重要な条件が
あるとしている。苦労しているチャト
シリ氏は控えめな見解である。ダラー
ラ氏は極めて鋭い分析をした。私もい
くつかの条件が満たされれば回復は継
続するという見方である。
私はここであえて挑発的な議論をし
よう。4.5％という成長率をナイス氏
は語っていた。この4.5％はアジアに
とって十分な成長率であろうか。また
政治的な不安定についても語られてい
た。改革は政治の強力なリーダーシッ
プを必要とする。皆さんは政治的なリ
ーダーシップの欠如した状況で本当に
改革ができると信じているだろうか。
各国の個別の問題はなんだろうか。
そして適切な経済成長速度はどれくら
いか。そして現在の政治の不安定性を
取り除く現実的な手段はあるのだろう
か。

ダラーラ氏
政治の不安定性はある意味で改革の
せいかもしれない。インドネシアでも
見られるとおり、政治的信用のない政
治的安定は不安定さを招く。現在の政
治の不安定性は将来の安定に向けての
光明かもしれない。
まだまだアジアの各国にはnepotism
が残っており、今こそ政治のリーダー
シップで競争的、開放的、かつ透明性
の高い環境を作るときだ。

溝口氏
アジアのリーダーがグローバルな力
の前に共に苦労をしたという記憶は深
いものであり、政治的な変動があるに
せよ、その記憶の深い部分は変わらな
い。これが政治的プロセスの変化を起
こすようになっていると見ている。

ナイス氏
改革の推進力は市場の圧力であり、
競争であり、政府のリーダーシップで
あって、成長率が低いときにも改革は
進む。むしろアジアでは成長率が低い
ときに改革が進んだ。確かに成長率が
高いときは改革はしやすいが、実際に
は経済状況が難しいときに起こるもの
だ。
政治についてはこれらの国は困難に
遭遇しているが、政治システムが崩壊
したわけではない。憲法と民主的なプ
ロセスが守られている。このプロセス
がスピーディに働くことを望むだけ
だ。

高垣氏
一般の人々の政治感覚、経済感覚が
非常に高くなっているということがで
きる。そして個々の個人が自分の考え
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を持って動いている。そのため一つの
方向に走るということがなくなってい
る。これが逆に政治的な不安定を招い
ているのでないか。しかし一人一人の
人が自分の考えをもち行動をしている
アジアは結構大丈夫なのではないか。

チャトシリ氏
政治のリーダーシップは問題解決と
改革の方向性を決める上で極めて重要
である。また政治が正しい政策を取る
ことも大事だ。タイでも新しい憲法の
下で、新しい機関や政治の基盤を作り
つつある。これらが完成し成熟するに
は時間を要する。
2）改革を更にすすめるための道筋

行天理事長
根本的改革の必要性は十分分かって
いるが、チャトシリおよびに高垣氏は
アジア的な要素を盛り込むことを提言
している。またダラーラ氏はスピード
と徹底的な改革を強調した。この間に
は若干のニュアンスの差があるよう
だ。
アジア的アプローチとよりグローバ
ルなスタンダードのアプローチについ
て、両者の差は大きなものなのだろう
か。

ナイス氏
この差は時に強調されすぎている。
改革への道筋は世界共通である。しか
し改革はある特定の国で特定の伝統と
特定の法的枠組みのもとで行われる。
したがってその国の特定の要素は考慮
されねばならない。しかしアジアと欧
州の国のあいだで改革そのものに根本
的な違いはない。

溝口氏
ナイス氏の意見と同じ。程度の問題
だ。二つの考え方があるほうが健全だ。

ダラーラ氏
グローバル・スタンダードと地域的
な取組みの関係だが、我々はグローバ
ルな時代に生きているのだから、多く
の当局や、金融機関、企業の目標は多
くの観点からこのグローバルなスタン
ダードを実現することだ。ただしそこ
に至るまでの形式、方向、ペースはそ
れぞれの地域、国の考慮すべき問題で
ある。

高垣氏
PSIは非常に異常な事態で発動され
るものであろう。そのときに一般原則
のようなものが出来て、そのルールで
一様に縛ろうとすれば、それは逆のモ
ラルハザードのようなものを生み出
す。これはアジア的なアプローチでは
なく、国ごとに異なるアプローチとい
うべきものでなければいけない。ダラ
ーラさんのペーパーにもあるように国
ごとの危機の原因などを丁寧に辛抱強
くみなければいけない。

V．会場との議論
1）長期的な円の行方とアジア経済成
長の可能性

質問
円は当面は円高に向かうかもしれな
いが、2010年以降にはGDPが下降し、
円安になろう。そのような中でアジア
は7％の成長を果たせるのだろうか？

溝口氏
大きな政治のフレームワークがしっ
かりとしてアジアの各国が安定してお
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り、また物や、資本の移動に制約がな
ければ、成長への客観的な条件はある
ように思う。日本の高度成長のような
メカニズム、技術・資本が入ってきや
すいという気がする。

ナイス氏
短期的に見れば日本の景気回復のた
めには弱い円が望ましいが、主要地域
間の経常収支のアンバランスを見れば
中期的には円高にも思える。予測は容
易でない。
2010年を境に日本経済が衰退する
という予測は多くの仮定の上にたった
予測であり、当て推量である。技術進
歩の早さも、アジアでの地域統合の進
展度合いも分からない。したがって私
は衰退をもっともありうる可能性と思
ってはいない。アジアの多くの国では
労働力は今後も増加するし、アジアの
人々は事業家としての資質を持ってい
る。私は成長が持続すると思う。
2）アジアにおける中小企業の役割

質問
アジアで中小企業の育成が大事だ。
アジアの回復には日本の製造業が各国
への投資をアジア危機後も引き揚げ
ず、よくサポートしたことが貢献して
いる。アジアに今製造業が投資をすれ
ばアジア経済の発展は非常に有望だ。
欧米も製造業に投資すべきと思うが、
チャトシリ氏とダラーラ氏の意見を聞
きたい。

チャトシリ氏
日本の企業がタイとのＪＶに投資を
継続し、自動車や電気の輸出がタイの
輸出の好調の原因となっている。
タイの中小企業について言えば日本

のレベルには達していない。しかし5
年、10年先を考えれば中小企業の育成
は重要だ。中小企業の育成には資金の
みならず、経営、技術、マーケティン
グなどで競争力を持つ必要があり、政
府、金融機関が支援を行うことが重要
だ。日本の当局の支援も得ている。

行天氏
一年前にトヨタの奥田会長をヘッド
とした東アジア経済再生ミッションに
高垣氏と私も同行した。そのときに中
小企業の再生について各国の政府、財
界が大変に熱心だった。技術の革新、
人作りの点で中小企業の果たす役割は
大きい。

ダラーラ氏
直接投資は将来の資本流入の基本と
なろう。規制緩和や系列の緩和により
競争を促進し、中小企業と海外からの
直接投資により古い産業組織の変化が
必要である。より開放的な経済により
外国資本をひきつけること、アジア開
銀などが中小企業の活動を支援するこ
とも重要だ。

高垣氏
アジア危機の時に日本の銀行がどん
どん逃げ出して危機を深めたという認
識は正しくない。むしろ日本の銀行団
と欧米の銀行団とともに残高維持のた
めに踏ん張ったことがある。
自分としては大手の銀行のみでな
く、日本の地域金融機関もアジアとの
関与はなくならないと思う。日本の地
域金融機関のアジア取引のあり方をど
う考えるかという課題は残っているの
でないか。
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3）中国の役割？IMFの処方箋は有効
か？

質問
中国は安定要素か、不安定要素か？
IMFの処方箋は有効か？

高垣氏
97，98年と中国の経済は積極的な
財政と弾力的な金融政策のおかげで99
年も8％を上回ったといわれている。
8％というのは目標として少し高すぎ
るのではないか、財政に無理がかかる
のではないか、と議論をしたりすると、
最近は中国の政策担当者も経済の合理
性を認め、あるいは不良債権問題も率
直な議論が出来るようになっている。
中国についてもアジアの他地域と同じ
ように、改革の路線を守り、ＷTOに
入るなど、色々な条件を満たせば、成
長を続けられるのではないか。

ナイス氏
中国にとって大きな挑戦は国営企業
と金融システムの改革であり、これに
成功すれば中国は21世紀においてアジ
ア、そして世界の次第に重要なプレイ
ヤーとなるだろう。
中国が世界経済の枠組み組み入れら
れれば建設的な役割を果たすことを国
際社会は既に決断したといってよい。
それは中国にとっても最良の選択だ。
WTOへの中国の参加はこの国際社会
の合意を象徴している。

溝口氏
IMFの当初の処方箋は正しくなかっ
たものもあろう。日本やアジア諸国も
その点を指摘し、そういう対話を通じ
てIMFも現実に合わせてきていると思
う。今はIMFとIMF構成国の間で政策

スタンスに大きな相違はない。

4）IT革命のアジアにおける貢献
IT革命がアジアにどのようなインパ
クトを与えているか？回復に貢献して
いるか？

チャトシリ氏
タイではITの持つ重要性を認識し始
めているが、それは韓国や台湾には及
ばない。

ダラーラ氏
IT産業を海外から誘致しようとする
試みは成功だった。現在のマレーシア
をみれば海外からのIT投資がマレーシ
アの製造業を強化しており、経済の安
定と資本の流入に貢献している。各国
政府がITへの投資にインセンティブを
与え開発を促進するべきだ。IT関連投
資の促進がアジアが世界経済のなかで
競争力を持つ鍵となろう。

ナイス氏
一つだけ金融機関の立場から付け加
えたい。IT革命は中間段階を省き、効
率を上げ、コストを下げ、根本的な変
化を意味する。アジア各国は先進国に
追いつく素地を持っている。金融につ
いて言えばアジアの金融機関は海外金
融機関とパートナーシップを組み、ノ
ウハウを導入すべきだ。
5）タイにAMCは不要か？

質問
タイでは公的資金を投入した不良債
権処理のための資産運用会社（AMC）
がないが、必要ではないか？

チャトシリ氏
現在のこの点は大いに議論されてい
るところだ。これまで当局により取ら
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れた政策はAMCではなく、市場ベー
スでの処理ということだった。現在の
景気回復が維持されれば、金融機関は
独力で不良債権問題を解決できよう。
もしAMCが出来れば有益かもしれな
いが、その構造と条件は非常にデリケ
ートな問題だ。

6）企業や銀行の国有化策は適切か
質問

IMFが要求した改革は不十分ではな
かったか。銀行の外銀への売却などは
限られている。企業や、銀行の国有化
は間違いではないか？

ナイス氏
極めてシステミックな危機において
は政府が関与し、公的な資金を投入す
ることは適切である。また海外民間資
金に政府が門戸を開放することも必要
だ。タイ、韓国、インドネシアでの銀
行の買収事例は十分ではない。しかし
企業買収は民間の決定することで政府
は強要はできない。いずれにしても金
融危機に際して金融システムを支えな
ければならないのは世界共通のこと
だ。

ダラーラ氏
海外の資本を受け入れる努力が足り
ないことでIMFに批判を向けることは
間違いであろう。IMFは改革の開始の
ための十分な力を発揮したが、状況が
改善してくると当該政府はIMFの助言
に十分な注意を払わなくなる。消費者
の利益を既成の利益集団の利益に優先
するために政府はより海外資本の受け
入れに一層努力すべきだ。

7）輸出主導で回復できるか？
質問

米国経済の減速のなかでも従来の輸
出主導での回復は可能か？

ナイス氏
輸出はこの地域の発展のなかで重要
な役割を果たしていく。同時に輸出の
みでは発展出来ない。継続的なアジア
の回復と更なる発展は、国内投資と国
内消費に基づくべきであり、技術変化
を体現した国内投資が継続的な長期成
長に非常に重要である。

最後に行天理事長よりパネリストと
参加者に感謝の辞があり、閉会となっ
た。
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